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または 電 話
相談日

時 間

契約書面が渡されていない場合や、不備のない正しい記載が
なされている契約書面を受け取った日から８日以内である
場合等はクーリング・オフが出来るので、困ったときは
お早めに消費生活センターにご相談ください。

火　曜　～　日　曜

～  消 費 生 活 情 報  ～

持病の話題に乗せられて？
家庭用電気治療器具の訪問販売

平成30年8月17日

岡山市消費生活センター

岡 山 県 消 費 生 活 セ ン タ ー

電 話

「どこか体に悪いところはないか」という電話が突然
あり、「腰が悪い」と伝えたところ、「もみ方の指導
に行く」と言われ、数日後に男性が
自宅に来た。電気治療器の体験を
させられ、６時間も居座り、断り
きれず３８万円で契約してしまっ
た。「１週間では効果がないので
１０日間は使用するように」と言
われたが、クーリング・オフ
したい。（８０歳代　女性）

電話で健康に関する話題を持ちかけ、訪問してきた営業員から、高額な家
庭用電気治療器具の購入を勧められたという相談が寄せられています。商
品を販売するという目的を隠して健康相談をしたり、器具を試させたりし
ながら近づいてくる事業者もいますので注意が必要です。

電話がかかってきた時点で、商品の販売を目的としていないかを確認し、
必要なければ商品の購入、自宅への来訪をきっぱり断りましょう。

月　曜 　～　 金　曜

時 間 9時～16時30分9時 ～ 16時

岡 山 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
（０８６）８０３－１１０９

相談日

（０８６）２２６－０９９９

★ ★ 被害にあわないためのアドバイス ★ ★

事例：

※（独）国民生活センター 見守り新鮮情報 第315号より抜粋


